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景品表示法関連法令改正の動向

弁護士　　松　本　久　美　子

第１　はじめに
　　　近年のインターネット広告市場の拡大やデジ
　タル化の進展等に伴い、景品表示法関連法
令の見直しが進められている。

　　　まず、消費者庁で開催されていたステルス
マーケティングに関する検討会より、令和4年12
月29日付でステルスマーケティングを規制すべ
きとする報告書（以下、「本報告書」という）が
公表され、現在、その報告内容に基づく告示
案及び運用基準案についての意見募集がな
され、告示指定のための手続きがなされている
　段階である1。

　　　そのほか、景品表示法の法制度の在り方に
ついて検討する景品表示法検討会が開催さ
れ、景品表示法検討会による報告書が令和5
　年１月13日付で公表されている。

　　　以下、このような景品表示法をめぐる法改正
の動きについて、ステルスマーケティングに関す
る規制の内容を中心に紹介したい。

第２　ステルスマーケティング規制
　１　本報告書の概要
  （１）実態と問題点
　　　広告であるにもかかわらず、広告である旨
表示しないステルスマーケティングは、インター
ネット広告を中心に日本でも広く行われている。
諸外国では、ステルスマーケティングに対する
法規制が既に存在しているが、日本ではステ
ルスマーケティング自体を規制する法令は存
在しない。（ただし、表示の内容が優良誤認表
示又は有利誤認表示に該当すれば景品表示
　　法違反となる。）

　　　本報告書では、以下のようなステルスマーケ
ティングの問題点及び規制の必要性が指摘さ
れている。

　　①中立的な第三者の純粋な感想や口コミと思 
　わせる広告のほうが一般消費者を誘引しや
　すい。

　　②経済学、経営学からの分析で、広告である
　ことを開示すると消費者の商品に対する好
　感度を下げ、逆に広告であることを隠すと商
　品に対する好感度が上がり、また不正レビュ
　ーによって低品質商品の需要が増える結果、
　消費者の高品質商品の購買機会が奪われ
　ることになり、一般消費者に損失が生じてい
　ると推計されている。

　　③法令での規制がないため、自主的に制限す
　る広告主とそうでない広告主とで公平な競
　争環境が確保されていない。

　　④広告にある程度の誇張・誇大が含まれてい
　ることはやむを得ないと社会一般に受け止
　められているが2、一般消費者は広告である
　ことが分からないと「広告にある程度の誇張・
　誇大が含まれていること」を考慮に入れなく
　なる。

　　　　以上から、ステルスマーケティングは、事業

　者の表示であるにもかかわらずそうでないと
　一般消費者に誤認を生じさせる行為であり、
　一般消費者の商品選択における自主的か
　つ合理的な選択を阻害しており、景品表示
　法によって規制する必要があると結論付け
　られている。

  （２）提言内容
　　　上記の点等を踏まえ、報告書では、ステルス
マーケティングは不当表示として景品表示法5
条３号の告示に新たに指定することが妥当で
あることや、具体的な告示案及び運用基準案
の方向性などが示された。

　　　これを受け、消費者庁から令和5年1月25日
に「一般消費者が事業者の表示であることを
判別することが困難である表示」告示案及び
「一般消費者が事業者の表示であることを判
別することが困難である表示」運用基準案(以
下、それぞれ「告示案」「運用基準案」という)
が公表された。

　２　告示案
　　　告示案は、景品表示法5条３号に基づき「一
般消費者が事業者の表示であることを判別す
ることが困難である表示」を不当表示として指
定し、その内容として「事業者が自己の供給す
る商品又は役務の取引について行う表示であ
って、一般消費者が当該表示であることを判
別することが困難であると認められるもの」と
定義している。

　　　すなわち、①事業者が自己の供給する商品
又は役務の取引について行う表示であること
（＝広告であること）、②一般消費者が当該表
示であることを判別することが困難であると認
められること（＝一般消費者に広告であること
が分からない表示であること）が、禁止される
表示の要件として示されている。

　　　
　３　運用基準案
　　　上記告示の運用基準案は、上記要件の考
え方とともに多数の具体例が示されている。以
下、その概要について紹介する。

　（１）「事業者が自己の供給する商品又は役務の
取引について行う表示」の考え方

　　　１つめの要件である「事業者が自己の供給
する商品又は役務の取引について行う表示」
に該当するとされるのは、「事業者が表示内容
の決定に関与したと認められる場合」である。

　　　運用基準案ではその考え方及び具体例と
して要旨以下の内容が示されている。

　　ア 事業者が自ら行う表示
　　　　従業員や事業者の子会社等の従業員が
　行った表示も一定の場合含まれることが示
　されている。

　　イ 事業者が第三者をして行わせる表示
　　　　具体例として、第三者のSNS上に商品等
　に係る表示をさせる場合、ブローカーや商品
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　　　の購入者に依頼してレビューの表示をさせる場合や、口
　コミ投稿で競業事業者の商品について自らの商品と比
　較して低い評価を表示させるような場合等が該当すると
　される。

　　　　また、明示的に第三者に表示を依頼していない場合で
　も、事業者と第三者との関係性等の実態から総合的に判
　断し、「当該第三者の自主的な意思による表示とは客観
　的に認められない場合」は、当該事業者の表示となるとさ
　れる。例えば、事業者が第三者に商品の表示をしてもらう
　目的で、無償で商品を提供した結果、第三者がその目的
　に沿う表示を行う場合や、商品の表示をすることが第三
　者に経済上の利益がもたらすことを言外から感じさせる
　などの結果として第三者が商品について表示する場合
　は、第三者の自主的な意思による表示とは客観的に認め
　られないとされる。

　　ウ 事業者が表示内容の決定に関与したとされないもの
　　　　第三者の自主的な意思による表示と客観的に認めら
　れる場合は、通常事業者が表示内容の決定に関与した
　とはいえないことから事業者の表示とはならない。これに
　該当するかは、情報のやりとりの有無、表示内容の依頼
　や指示の有無、当事者の関係性などから判断するとさ
　れる。

　　　　具体例としては、商品を購入した第三者が自らの自主
　的な意思でSNS等に表示をする場合のほか、ECサイトの
　レビュー投稿に対する謝礼として次回割引クーポン等を
　配布する場合であっても投稿(表示)内容について一切
　の情報のやりとりが行われていない場合、事業者がSNS
　上で行うキャンペーンや懸賞に応募するために第三者が
　自主的な意思に基づいてSNS等に表示を行う場合、不特
　定の第三者へ配布した試供品等を受けた第三者が自主
　的な意思に基づき表示を行う場合等が挙げられている。

  （２）「一般消費者が当該表示であることを判別することが困難   
　である」の考え方

　　　　２つ目の要件である「一般消費者が当該表示であるこ 
　とを判別することが困難である」かどうかは、一般消費者
　にとって事業者の表示であることが明瞭となっているか
　どうかを表示全体から判断する。

　　ア 一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭とな
　っていないもの

　　　　①事業者の表示が記載されていないものは、当然にこ
　の要件に該当する。

　　　　また、②不明瞭な方法で記載されている場合もこの要
　件に該当する。その例として、冒頭に「広告」と記載する
　一方、文中に「これは第三者の感想を記載しています」
　と事業者の表示であるかどうかが分かりにくい表示をす
　る場合、事業者の表示である旨を小さく表示する場合、
　他の情報に紛れさせる場合（例えば、大量のハッシュタグ
　に埋もれさせる場合）等が挙げられている。

　　イ 一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭とな
　っているもの

　　　　具体例として、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」
　等の文言による表示や、「A社から商品の提供を受けて
　投稿している」等の文章による表示を行う場合が挙げら
　れている。

　　　　なお、これらの文言に限定されるものではなく、また、こ
　れらの文言を使用していたとしても、表示内容全体から

　一般消費者にとって事業者の表示であると認められな
　い場合がある。

　4　告示として指定されることによる効果
　　　上記の告示案が施行されると、ステルスマーケティングは、
景品表示法5条３号違反の表示として禁止され、行為の差
し止めや誤認を排除するための措置を命じる措置命令の
対象となる（景品表示法7条1項）。ただし、課徴金納付命
令の対象とはならない（景品表示法８条１項参照）。

第3　景品表示法検討会報告書
　　　景品表示法検討会報告書では、課徴金制度をはじめと
した景品表示法の運用状況及び問題点の報告と、早期に
対応すべき課題及び中長期的に検討すべき課題が示され
ている。

　　　運用状況及び問題点としては、①課徴金制度の導入に
より事件調査が長期化していること、②課徴金調査に適切
に対応できない（課徴金の算定基礎となる商品又は役務
毎の売上額を把握していない等）事業者が存在すること、
③繰り返し違反行為を行う事業者や悪質な違反行為を行
う事業者の存在が指摘されている。

　　　そして、早期に対応すべき課題として、①独占禁止法と
同様の確約手続きの導入、②課徴金制度における返金措
置の促進（電子マネー等の活用など）、③違反行為に対す
る抑止力の強化（違反を繰り返す事業者への課徴金の割
増算定率の適用、課徴金の算定基礎となる売上額の推定
等）、④悪質な事業者に対応するため刑事罰の導入、⑤国
際化への対応（措置命令の送達規定の整備）、⑥買取サ
ービスに係る考え方の整理（買取サービスは現行の運用
基準3で「自己が商品等の供給を受ける取引（例えば、古本
の買入れ）は、「取引」に含まれない」と整理されているが、
買取サービスという「役務」を「供給」していると評価できる
ため、運用基準の記載を見直す）等が挙げられている。

　　　そのほか、中長期的に検討すべき課題として、①課徴金
の対象の拡大（指定告示違反も対象とすべきか）、②デジ
タル表示の保存義務、③供給要件（「自己の供給する商品
又は役務」）を満たさない者への規制対象の拡大、④ダー
クパターンへの対応が挙げられ、今後も引き続き状況を注
視して検討を進めていくべきとされている。

第4　最後に
　　　ステルスマーケティング規制に関してはすでに告示案及
び運用基準案が示されており、今年度中（2023年3月中）に
は正式に告示として指定される見込とされる4。また、景品表
示法検討会の報告書において早期に対応すべきとされた
課題については多岐にわたるものであり、今後の景品表示
法及び関連法令等の改正の動きには注意が必要である。
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第１　はじめに
　　　近年のインターネット広告市場の拡大やデジ
　タル化の進展等に伴い、景品表示法関連法
令の見直しが進められている。

　　　まず、消費者庁で開催されていたステルス
マーケティングに関する検討会より、令和4年12
月29日付でステルスマーケティングを規制すべ
きとする報告書（以下、「本報告書」という）が
公表され、現在、その報告内容に基づく告示
案及び運用基準案についての意見募集がな
され、告示指定のための手続きがなされている
　段階である1。

　　　そのほか、景品表示法の法制度の在り方に
ついて検討する景品表示法検討会が開催さ
れ、景品表示法検討会による報告書が令和5
　年１月13日付で公表されている。

　　　以下、このような景品表示法をめぐる法改正
の動きについて、ステルスマーケティングに関す
る規制の内容を中心に紹介したい。

第２　ステルスマーケティング規制
　１　本報告書の概要
  （１）実態と問題点
　　　広告であるにもかかわらず、広告である旨
表示しないステルスマーケティングは、インター
ネット広告を中心に日本でも広く行われている。
諸外国では、ステルスマーケティングに対する
法規制が既に存在しているが、日本ではステ
ルスマーケティング自体を規制する法令は存
在しない。（ただし、表示の内容が優良誤認表
示又は有利誤認表示に該当すれば景品表示
　　法違反となる。）

　　　本報告書では、以下のようなステルスマーケ
ティングの問題点及び規制の必要性が指摘さ
れている。

　　①中立的な第三者の純粋な感想や口コミと思 
　わせる広告のほうが一般消費者を誘引しや
　すい。

　　②経済学、経営学からの分析で、広告である
　ことを開示すると消費者の商品に対する好
　感度を下げ、逆に広告であることを隠すと商
　品に対する好感度が上がり、また不正レビュ
　ーによって低品質商品の需要が増える結果、
　消費者の高品質商品の購買機会が奪われ
　ることになり、一般消費者に損失が生じてい
　ると推計されている。

　　③法令での規制がないため、自主的に制限す
　る広告主とそうでない広告主とで公平な競
　争環境が確保されていない。

　　④広告にある程度の誇張・誇大が含まれてい
　ることはやむを得ないと社会一般に受け止
　められているが2、一般消費者は広告である
　ことが分からないと「広告にある程度の誇張・
　誇大が含まれていること」を考慮に入れなく
　なる。

　　　　以上から、ステルスマーケティングは、事業

　者の表示であるにもかかわらずそうでないと
　一般消費者に誤認を生じさせる行為であり、
　一般消費者の商品選択における自主的か
　つ合理的な選択を阻害しており、景品表示
　法によって規制する必要があると結論付け
　られている。

  （２）提言内容
　　　上記の点等を踏まえ、報告書では、ステルス
マーケティングは不当表示として景品表示法5
条３号の告示に新たに指定することが妥当で
あることや、具体的な告示案及び運用基準案
の方向性などが示された。

　　　これを受け、消費者庁から令和5年1月25日
に「一般消費者が事業者の表示であることを
判別することが困難である表示」告示案及び
「一般消費者が事業者の表示であることを判
別することが困難である表示」運用基準案(以
下、それぞれ「告示案」「運用基準案」という)
が公表された。

　２　告示案
　　　告示案は、景品表示法5条３号に基づき「一
般消費者が事業者の表示であることを判別す
ることが困難である表示」を不当表示として指
定し、その内容として「事業者が自己の供給す
る商品又は役務の取引について行う表示であ
って、一般消費者が当該表示であることを判
別することが困難であると認められるもの」と
定義している。

　　　すなわち、①事業者が自己の供給する商品
又は役務の取引について行う表示であること
（＝広告であること）、②一般消費者が当該表
示であることを判別することが困難であると認
められること（＝一般消費者に広告であること
が分からない表示であること）が、禁止される
表示の要件として示されている。

　　　
　３　運用基準案
　　　上記告示の運用基準案は、上記要件の考
え方とともに多数の具体例が示されている。以
下、その概要について紹介する。

　（１）「事業者が自己の供給する商品又は役務の
取引について行う表示」の考え方

　　　１つめの要件である「事業者が自己の供給
する商品又は役務の取引について行う表示」
に該当するとされるのは、「事業者が表示内容
の決定に関与したと認められる場合」である。

　　　運用基準案ではその考え方及び具体例と
して要旨以下の内容が示されている。

　　ア 事業者が自ら行う表示
　　　　従業員や事業者の子会社等の従業員が
　行った表示も一定の場合含まれることが示
　されている。

　　イ 事業者が第三者をして行わせる表示
　　　　具体例として、第三者のSNS上に商品等
　に係る表示をさせる場合、ブローカーや商品

1  執筆日（2023年2月20日）現在。
2 優良誤認表示の「著しく」の要件について示した平成14年6月7日東京高
裁判決（判例タイムズ1099号88頁）参照
3  「景品類等の指定の告示の運用基準について」３（4）参照
4  2022年12月27日河野内閣府特命担当大臣記者会見

　　　の購入者に依頼してレビューの表示をさせる場合や、口
　コミ投稿で競業事業者の商品について自らの商品と比
　較して低い評価を表示させるような場合等が該当すると
　される。

　　　　また、明示的に第三者に表示を依頼していない場合で
　も、事業者と第三者との関係性等の実態から総合的に判
　断し、「当該第三者の自主的な意思による表示とは客観
　的に認められない場合」は、当該事業者の表示となるとさ
　れる。例えば、事業者が第三者に商品の表示をしてもらう
　目的で、無償で商品を提供した結果、第三者がその目的
　に沿う表示を行う場合や、商品の表示をすることが第三
　者に経済上の利益がもたらすことを言外から感じさせる
　などの結果として第三者が商品について表示する場合
　は、第三者の自主的な意思による表示とは客観的に認め
　られないとされる。

　　ウ 事業者が表示内容の決定に関与したとされないもの
　　　　第三者の自主的な意思による表示と客観的に認めら
　れる場合は、通常事業者が表示内容の決定に関与した
　とはいえないことから事業者の表示とはならない。これに
　該当するかは、情報のやりとりの有無、表示内容の依頼
　や指示の有無、当事者の関係性などから判断するとさ
　れる。

　　　　具体例としては、商品を購入した第三者が自らの自主
　的な意思でSNS等に表示をする場合のほか、ECサイトの
　レビュー投稿に対する謝礼として次回割引クーポン等を
　配布する場合であっても投稿(表示)内容について一切
　の情報のやりとりが行われていない場合、事業者がSNS
　上で行うキャンペーンや懸賞に応募するために第三者が
　自主的な意思に基づいてSNS等に表示を行う場合、不特
　定の第三者へ配布した試供品等を受けた第三者が自主
　的な意思に基づき表示を行う場合等が挙げられている。

  （２）「一般消費者が当該表示であることを判別することが困難   
　である」の考え方

　　　　２つ目の要件である「一般消費者が当該表示であるこ 
　とを判別することが困難である」かどうかは、一般消費者
　にとって事業者の表示であることが明瞭となっているか
　どうかを表示全体から判断する。

　　ア 一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭とな
　っていないもの

　　　　①事業者の表示が記載されていないものは、当然にこ
　の要件に該当する。

　　　　また、②不明瞭な方法で記載されている場合もこの要
　件に該当する。その例として、冒頭に「広告」と記載する
　一方、文中に「これは第三者の感想を記載しています」
　と事業者の表示であるかどうかが分かりにくい表示をす
　る場合、事業者の表示である旨を小さく表示する場合、
　他の情報に紛れさせる場合（例えば、大量のハッシュタグ
　に埋もれさせる場合）等が挙げられている。

　　イ 一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭とな
　っているもの

　　　　具体例として、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」
　等の文言による表示や、「A社から商品の提供を受けて
　投稿している」等の文章による表示を行う場合が挙げら
　れている。

　　　　なお、これらの文言に限定されるものではなく、また、こ
　れらの文言を使用していたとしても、表示内容全体から

　一般消費者にとって事業者の表示であると認められな
　い場合がある。

　4　告示として指定されることによる効果
　　　上記の告示案が施行されると、ステルスマーケティングは、
景品表示法5条３号違反の表示として禁止され、行為の差
し止めや誤認を排除するための措置を命じる措置命令の
対象となる（景品表示法7条1項）。ただし、課徴金納付命
令の対象とはならない（景品表示法８条１項参照）。

第3　景品表示法検討会報告書
　　　景品表示法検討会報告書では、課徴金制度をはじめと
した景品表示法の運用状況及び問題点の報告と、早期に
対応すべき課題及び中長期的に検討すべき課題が示され
ている。

　　　運用状況及び問題点としては、①課徴金制度の導入に
より事件調査が長期化していること、②課徴金調査に適切
に対応できない（課徴金の算定基礎となる商品又は役務
毎の売上額を把握していない等）事業者が存在すること、
③繰り返し違反行為を行う事業者や悪質な違反行為を行
う事業者の存在が指摘されている。

　　　そして、早期に対応すべき課題として、①独占禁止法と
同様の確約手続きの導入、②課徴金制度における返金措
置の促進（電子マネー等の活用など）、③違反行為に対す
る抑止力の強化（違反を繰り返す事業者への課徴金の割
増算定率の適用、課徴金の算定基礎となる売上額の推定
等）、④悪質な事業者に対応するため刑事罰の導入、⑤国
際化への対応（措置命令の送達規定の整備）、⑥買取サ
ービスに係る考え方の整理（買取サービスは現行の運用
基準3で「自己が商品等の供給を受ける取引（例えば、古本
の買入れ）は、「取引」に含まれない」と整理されているが、
買取サービスという「役務」を「供給」していると評価できる
ため、運用基準の記載を見直す）等が挙げられている。

　　　そのほか、中長期的に検討すべき課題として、①課徴金
の対象の拡大（指定告示違反も対象とすべきか）、②デジ
タル表示の保存義務、③供給要件（「自己の供給する商品
又は役務」）を満たさない者への規制対象の拡大、④ダー
クパターンへの対応が挙げられ、今後も引き続き状況を注
視して検討を進めていくべきとされている。

第4　最後に
　　　ステルスマーケティング規制に関してはすでに告示案及
び運用基準案が示されており、今年度中（2023年3月中）に
は正式に告示として指定される見込とされる4。また、景品表
示法検討会の報告書において早期に対応すべきとされた
課題については多岐にわたるものであり、今後の景品表示
法及び関連法令等の改正の動きには注意が必要である。

景品表示法関連法令改正の動向
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